青 健 福 第 １４８９号

平成２１年１０月１４日

各社会福祉施設等の長　殿

青森県健康福祉部長
（公印省略）
社会福祉施設等における新型インフルエンザに係る今後のクラスター（集団発生）サーベイランスへの協力について
このことについて厚生労働省健康局結核感染症課等より通知があり、１０月１２日以降においては、入所者、利用者、職員等においてインフルエンザ様症状を有する者の発生後７日以内に、その者を含め１０名以上が、インフルエンザの診断がなされた場合は、所管の保健所に連絡するとともに、施設を所管する県又は市町村へ事故発生時の報告を行うこととなりましたので、取扱いに遺漏のないよう願います。
また、施設職員及び利用者のうち、特に妊娠中の方や基礎疾患を有する方が感染した場合には重症化する可能性が高まるため、施設内の感染対策を徹底するなど、特に注意を払って頂くよう願います。
おって、厚生労働省の関係通知等を県のホームページ（http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/
welfare/swine_flu.html）に掲載しておりますので、国及び県からの最新の情報に留意され、新型インフルエンザ対策に万全を期して頂くようお願いします。







お問い合わせ先：健康福祉政策課企画政策ｸﾞﾙｰﾌﾟ　　 電話 017-734-9277


高齢福祉保険課介護事業者ｸﾞﾙｰﾌﾟ　 電話 017-734-9297


こどもみらい課児童施設支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ 電話 017-734-9302


障害福祉課障害者支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ　　　 電話 017-734-9308














